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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年６月25日に開催いたしました第39回定時株主総会において、定款の一部変更を行いまし

たのでお知らせいたします。 

なお、本件は、定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決定した平成30年５月14日開催

の取締役会の終了後、速やかに開示すべき内容でありました。事後のお知らせとなりましたことを深くお詫

び申し上げます。 

 

記 

１．変更の理由 

  (1)現行定款第２条（目的）の変更 

     当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応する

ため、事業目的を追加する。 

  (2)現行定款第５条（公告方法）の変更 

     インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当

社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告する

ことができない場合の措置を定める。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は以下の通りです。 

（下線部は変更部分） 

変更前 変更後 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

1．～5． （条文省略） 

         （新  設） 

 

 

   6．    （条文省略） 

         （新  設） 

7.～11． （条文省略） 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載す

る。 

 

（目的） 

第２条     （現行どおり） 

 

1．～5．  （現行どおり） 

6.クラウドコンピューティングに関する企画開

発、設計並びにその販売・賃貸・コンサルティ

ング、導入及び運用、保守管理 

  7．    （現行どおり） 

  8.電子決済等代行業に係る業務 

9.～13． （現行どおり） 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、

事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、

日本経済新聞に掲載する方法により行う。 

 

３．変更日 

定款変更の効力発生日：平成30年６月25日(第 39回定時株主総会開催日) 

以 上 


